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(57)【要約】
【課題】内部電極層が位置ずれして積層されても、所定
の静電容量を確保できる、寸法安定性に優れた積層セラ
ミックコンデンサ及び積層セラミックコンデンサの製造
方法を提供する。
【解決手段】この積層セラミックコンデンサは、静電容
量形成部及び引出部を有する第１の内部電極層２３及び
第２の内部電極層２３が、セラミック誘電体層２１を介
して交互に積層されたセラミック積層体２０と、その両
端面に形成された外部電極とを備え、第１の内部電極層
２３の静電容量形成部２３ａの幅は、第２の内部電極層
２５の静電容量形成部２５ａの幅よりも広く形成され、
第１の内部電極層２３の引出部２３ｂは、その静電容量
形成部２３ａよりも幅狭で、かつ、第２の内部電極層２
５の引出部２５ｂの幅と等しくなるように形成されてい
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミック誘電体層を介して、第１の内部電極層と第２の内部電極層とが交互に積層さ
れ、前記各内部電極層は、静電容量形成部と、該静電容量形成部から交互に異なる端面に
露出するように引出された引出部とを有するセラミック積層体と、
　前記セラミック積層体の各内部電極層の引出部が露出している端面に形成されて各内部
電極層に接続された外部電極とを備えた積層セラミックコンデンサにおいて、
　前記外部電極は、前記セラミック積層体と同時焼成して形成される金属からなる下地金
属と、該下地金属を被覆するメッキ層とからなり、
　前記第１の内部電極層の静電容量形成部の幅は、前記第２の内部電極層の静電容量形成
部の幅よりも広く形成され、
　前記第１の内部電極層の引出部は、該第１の内部電極層の静電容量形成部よりも幅狭で
、かつ、前記第２の内部電極層の引出部の幅と等しくなるように形成されていることを特
徴とする積層セラミックコンデンサ。
【請求項２】
　前記第１の内部電極層は、静電容量形成部が幅広の矩形形状をなし、前記引出部が該静
電容量形成部よりも幅狭の帯状をなしており、
　前記第２の内部電極層は、前記静電容量形成部と前記引出部とが同じ幅で形成された帯
状をなしている請求項１に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項３】
　前記下地金属がＮｉである、請求項１又は２に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項４】
　一チップ領域でみて、幅広の矩形形状をなす静電容量形成部と、該静電容量形成部より
も幅狭の帯状をなす引出部とを有する態様で未焼成内部電極層が形成された第１のグリー
ンシートと、
　一チップ領域でみて、静電容量形成部と引出部とが同じ幅で、かつ、前記第１のグリー
ンシートに形成された未焼成内部電極層の引出部と同じ幅をなす態様で未焼成内部電極層
が形成された第２のグリーンシートとを用意し、
　前記第１のグリーンシートと、前記第２のグリーンシートとを、それぞれの未焼成内部
電極層の静電容量形成部が重なり合うように交互に積層して未焼成セラミック積層体を製
造し、
　前記未焼成セラミック積層体を一チップ領域にカットして各未焼成内部電極層の引出部
を前記未焼成セラミック積層体の端面に露出させ、
　前記未焼成セラミック積層体の前記未焼成内部電極層の引出部が露出する端面に、導電
ペーストを塗布して未焼成下地金属層を形成し、
　前記未焼成セラミック積層体を焼成して、前記グリーンシートと前記未焼成内部電極層
と前記未焼成下地金属層とを同時焼成し、
　前記未焼成下地金属層を焼成してなる下地金属の表面をメッキすることを特徴とする積
層セラミックコンデンサの製造方法。
【請求項５】
　Ｎｉ金属を含有する導電ペーストを用いて、前記未焼成下地金属を形成する、請求項４
に記載の積層セラミックコンデンサの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層セラミックコンデンサ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　積層セラミックコンデンサは、携帯機器、通信機器等の各種電子機器に用いられている
。積層セラミックコンデンサは、セラミック誘電体層と内部電極層とが交互に積層され、
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内部電極層の静電容量形成部から交互に異なる端面に露出するように引出された引出部を
有するセラミック積層体と、セラミック積層体の各内部電極層の引出部が露出している端
面に形成された外部電極とを備えてなるものが一般的である。外部電極は、下地金属と、
該下地金属の表層に形成されたメッキ層とからなる。製造工程の簡略化、内部電極と下地
金属との接続の信頼性等の要請から、未焼成のセラミック積層体と、未焼成の下地金属と
を同時焼成することが行われている。
【０００３】
　コンデンサの静電容量は、各内部電極層の静電容量形成部により決定される。このとき
、複数の内部電極層の各静電容量形成部どうしを、互いに整合した位置に重ねることがで
きれば、一定の有効面積が確保されて所定の静電容量を確保することができる。
【０００４】
　下記特許文献１には、それぞれ異なる外部電極に接続された２組の内部電極のうち、一
組の内部電極が、他の一組の内部電極よりも小型化されている、積層チップコンデンサが
記載されている。該コンデンサの一端部の外部電極に接続された内部電極は、前記コンデ
ンサの幅よりもやや小さな幅で直線状に伸びる幅広板状をなし、同コンデンサの他端部の
外部電極に接続された内部電極は細長帯状をなし、セラミック誘電体層を介して他方の内
部電極が一方の内部電極に重なって配置されている。
【０００５】
　特許文献１の積層セラミックコンデンサは、細長帯状の他方の内部電極が、幅広板状の
一方の内部電極に重なっているので、一方の内部電極の幅の範囲内において、他方の内部
電極が位置ずれしても、他方の内部電極が重なることとなり、所定の静電容量を得ること
ができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１８１０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　セラミック誘電体層の素材であるセラミック組成物と、電極層の素材である金属とでは
、金属の方が収縮率が大きいので、両者の収縮率の差によって焼成後に変形が生じる場合
があった。このことは、セラミックコンデンサを小型化する場合や、セラミック層の積層
数を多くしたり、セラミック誘電体層面での内部電極面積の比率を増加させたりして、セ
ラミックコンデンサの大容量化を図る場合に、その影響が大きくなる。
【０００８】
　特許文献１の積層チップコンデンサは、その一端部においては、セラミック誘電体層に
対する電極層の割合が大きく、他端部においては、セラミック誘電体層に対する電極層の
割合が小さくされているので、焼成後に、コンデンサの一端部の変形量が大きくなる一方
、他端部の変形量が小さくなり、コンデンサの両端部における寸法差が大きいという不都
合が生じていた。
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、小型化や大容量化を図る場合でも、寸法安定性に優れた
、積層セラミックコンデンサ及び積層セラミックコンデンサの製造方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の積層セラミックコンデンサは、セラミック誘電体層
を介して、第１の内部電極層と第２の内部電極層とが交互に積層され、前記各内部電極層
は、静電容量形成部と、該静電容量形成部から交互に異なる端面に露出するように引出さ
れた引出部とを有するセラミック積層体と、前記セラミック積層体の各内部電極層の引出
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部が露出している端面に形成されて各内部電極層に接続された外部電極とを備え、前記外
部電極は、前記セラミック積層体と同時焼成して形成される金属からなる下地金属と、該
下地金属を被覆するメッキ層とからなり、前記第１の内部電極層の静電容量形成部の幅は
、前記第２の内部電極層の静電容量形成部の幅よりも広く形成され、前記第１の内部電極
層の引出部は、該第１の内部電極層の静電容量形成部よりも幅狭で、かつ、前記第２の内
部電極層の引出部の幅と等しくなるように形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の積層セラミックコンデンサにおいては、前記第１の内部電極層は、静電容量形
成部が幅広の矩形形状をなし、前記引出部が該静電容量形成部よりも幅狭の帯状をなして
おり、前記第２の内部電極層は、前記静電容量形成部と前記引出部とが同じ幅で形成され
た帯状をなしていることが好ましい。
【００１２】
　本発明の積層セラミックコンデンサにおいては、前記下地金属がＮｉであることが好ま
しい。
【００１３】
　一方、本発明の積層セラミックコンデンサの製造方法は、一チップ領域でみて、幅広の
矩形形状をなす静電容量形成部と、該静電容量形成部よりも幅狭の帯状をなす引出部とを
有する態様で未焼成内部電極層が形成された第１のグリーンシートと、一チップ領域でみ
て、静電容量形成部と引出部とが同じ幅で、かつ、前記第１のグリーンシートに形成され
た未焼成内部電極層の引出部と同じ幅をなす態様で未焼成内部電極層が形成された第２の
グリーンシートとを用意し、前記第１のグリーンシートと、前記第２のグリーンシートと
を、それぞれの未焼成内部電極層の静電容量形成部が重なり合うように交互に積層して未
焼成セラミック積層体を製造し、前記未焼成セラミック積層体を一チップ領域にカットし
て各未焼成内部電極層の引出部を前記未焼成セラミック積層体の端面に露出させ、前記未
焼成セラミック積層体の前記未焼成内部電極層の引出部が露出する端面に、導電ペースト
を塗布して未焼成下地金属層を形成し、前記未焼成セラミック積層体を焼成して、前記グ
リーンシートと前記未焼成内部電極層と前記未焼成下地金属層とを同時焼成し、前記未焼
成下地金属層を焼成してなる下地金属の表面をメッキすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の積層セラミックコンデンサによれば、第１の内部電極層の静電容量形成部は、
第２の内部電極層の静電容量形成部に対して広くカバーするように大きく形成されている
ので、第１の内部電極層と第２の内部電極層とが位置ずれして配置されても、第１の内部
電極層の静電容量形成部の範囲内で、第２の内部電極層の静電容量形成部を重ねて配置す
ることができ、所定の静電容量を確保することができる。そして、第１の内部電極層の引
出部は、第１の内部電極層の静電容量形成部よりも幅狭で、かつ、第２の内部電極層の引
出部の幅と等しくなるように形成されているので、セラミック誘電体層に対する、第１の
内部電極層の引出部の割合と、第２の内部電極層の引出部の割合とを、引出部が配置され
るコンデンサの両端部で同一にすることができ、焼成後におけるコンデンサの両端部での
変形量をほぼ同じにして、その寸法差を少なくすることができる。
【００１５】
　また、本発明の積層セラミックコンデンサの製造方法によれば、予め、第１のグリーン
シートに幅広矩形状の静電容量形成部及び幅狭帯状の引出部を形成しておくと共に、第２
のグリーンシートに同一幅の静電容量形成部及び引出部を形成しておき、これらを重ね合
わせて両シートの静電容量形成部が重なり合うように交互に積層するようにしたので、第
１のグリーンシートの静電容量形成部と、第２のグリーンシートの静電容量形成部とを容
易に位置決めして、第１のグリーンシートの静電容量形成部に、第２のグリーンの静電容
量形成部を確実にカバーさせることができると共に、積層セラミックコンデンサの製造作
業性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】本発明に係る積層セラミックコンデンサの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】同積層セラミックコンデンサを構成するセラミック積層体の分解斜視図である。
【図３】図１のＡ－Ａ矢示線に沿った断面図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ矢示線に沿った断面図である。
【図５】同積層セラミックコンデンサの平面説明図である。
【図６】第１のグリーンシートの説明図である。
【図７】第２のグリーンシートの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明に係る積層セラミックコンデンサの一実施形態について
説明する。
【００１８】
　図１に示すように、この実施形態の積層セラミックコンデンサ１０は、所定方向に長く
伸びたセラミック積層体２０と、このセラミック積層体２０の長手方向両端部に形成され
た一対の外部電極３０，３０とを備えている。
【００１９】
　図２に示すように、セラミック積層体２０は、セラミック誘電体層２１を介して、第１
の内部電極層２３（以下、「第１電極層２３」）と第２の内部電極層２５（以下、「第２
電極層２５」）とが交互に積層している。
【００２０】
　この実施形態の場合、セラミック誘電体層２１は、所定方向に長く伸びる長板状をなし
ている。セラミック誘電体層２１の寸法は、用途により異なる。
【００２１】
　セラミック誘電体層２１は、セラミックペーストをグリーンシート化して焼成したセラ
ミック焼結体から構成される。セラミックペーストとしては、ＢａＴｉＯ３、ＣａＴｉＯ

３、ＳｒＴｉＯ３、ペロブスカイト構造を形成するＢａ１－ｘ－ｙＣａｘＳｒyＴｉ１－

ｚＺｒｚＯ３(０≦ｘ≦１，０≦ｙ≦１，０≦ｚ≦１)等のセラミック粉末を主原料とし、
これに、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｙ等の希土類金属酸
化物、Ｖ、Ｃｒ及びＭｎ等の遷移金属酸化物、ＳｉＯ２等のガラス成分、ＭｇＯ、ＭｇＣ
Ｏ３等のＭｇ化合物を添加物として混合したセラミック組成物に、ポリビニルアルコール
樹脂、ポリビニルブチラール樹脂等のバインダーと、トルエン等の溶剤と、その他助剤を
添加してペースト化したもの等が挙げられる。セラミック組成物は、ＢａＴｉＯ３（チタ
ン酸バリウム）を主成分として含むものが好ましく用いられる。
【００２２】
　図２に示すように、セラミック誘電体層２１の一方の面上には、第１電極層２３若しく
は第２電極層２５が形成されている。各電極層２３，２５は、静電容量形成部２３ａ，２
５ａと、該静電容量形成部２３ａ，２５ａから引出され、セラミック誘電体層２１を介し
て両電極層２３，２５を重ねたときに、交互に異なる端面に露出する引出部２３ｂ，２５
ｂとから構成されている。なお、第１の電極層の静電容量形成部２３ａと、第２の電極層
の静電容量形成部２５ａとが重なり合った部分（向かい合った部分）で静電容量が得られ
、両者が重なり合っていない部分（向かい合っていない部分）では静電容量は得られない
が、本発明では静電容量を形成しうる部分を含めて静電容量形成部という。電極層の積層
枚数は、用途や静電容量等により異なる。
【００２３】
　図２及び図５に示すように、この実施形態における第２電極層２５の静電容量形成部２
５ａ及び引出部２５ｂは、セラミック誘電体層２１の幅方向中央であって、その長手方向
に沿って一定幅Ｄで伸びる細長帯状をなしている。すなわち、静電容量形成部２５ａと引
出部２５ｂとは、同じ幅Ｄで細長帯状に形成さている。静電容量形成部２５ａ及び引出部
２５ｂの幅Ｄは用途や静電容量等により異なる。
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【００２４】
　一方、第１電極層の静電容量形成部２３ａは、この実施形態の場合、セラミック誘電体
層２１の長手方向に沿って、一定幅Ｅで伸びる矩形状（長方形状）をなしている。その幅
Ｅは、第２電極層２５の静電容量形成部２５ａの幅Ｄよりも広く、第２電極層２５の静電
容量形成部２５ａを広くカバーするようになっている。なお、この実施形態の静電容量形
成部２３ａは長方形状をなしているが、正方形状等をなしていてもよく、第２電極層２５
の静電容量形成部２５ａをカバー可能な形状であればよく、特に限定は無い。
【００２５】
　この静電容量形成部２３ａの端部からは、セラミック誘電体層２１の幅方向中央であっ
て、その長手方向に沿って一定幅Ｆで細長帯状に引出部２３ｂが延出されている。引出部
２３ｂの幅Ｆは、静電容量形成部２３ａの幅Ｅよりも幅狭で、かつ、第２電極層２５の引
出部２５ｂの幅Ｄと等しくなるように形成されている。引出部２３ｂの幅Ｆは、静電容量
形成部２３ａの幅Ｅに対して、０．２～０．９倍が好ましく、０．４～０．６倍がより好
ましい。０．９倍を超えると、焼成後の積層セラミックコンデンサの両端部の変形量差が
大きくなり、０．２倍未満であると、静電容量の取出しが不十分な場合がある。
【００２６】
　なお、本発明において、第１電極層２３の引出部２３ｂの幅Ｆは、第２電極層２５の引
出部２５ｂの幅Ｄと等しいものとされている。ここで本発明における「等しい」とは、第
１電極層２３の引出部２３ｂの幅Ｆが、第２電極層２５の引出部２５ｂの幅Ｄに対して、
バラつきが±２％以内、好ましくは±１％以内であることを意味するものとする。
【００２７】
　上記の各電極層２３，２５は、導体ペーストの薄膜を焼結した金属薄膜からなる。導体
ペーストは、導電材料となる導電性金属と、バインダーと、溶剤と、必要に応じてその他
助剤とを含んでいる。導電性金属としては、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｐｄ等が挙げられ、後述
する下地金属５との同時焼成が容易であるという理由からＮｉ、Ｐｄが好ましく、コスト
の観点からＮｉがより好ましい。バインダー、溶剤は、上記したセラミックペーストと同
様のものを使用できる。
【００２８】
　図１に示すように、セラミック積層体２０の長手方向両端部に形成された一対の外部電
極３０，３０は、図３に示すように、セラミック積層体２０の各電極層２３，２５の引出
部２３ｂ，２５ｂが露出している端面に配置され、各電極層２３，２５に接続されるよう
になっている。外部電極３０は、セラミック積層体２０と同時焼成して形成される金属か
らなる下地金属３１と、該下地金属３１を被覆するメッキ層３３とから構成されている。
【００２９】
　下地金属３１は、導体ペーストの薄膜を焼結した金属薄膜からなる。導体ペーストに含
まれる導電性金属は、セラミック積層体２０と同時焼成して形成される金属であり、例え
ばＮｉである。
【００３０】
　メッキ層３３は、Ｎｉ、Ｃｕ及びこれらの合金からなる第１メッキ層３３ａと、該第１
メッキ層３３ａ上に形成された、Ｓｎ及び／又はＳｎ合金からなる第２メッキ層３３ｂと
で構成される。第１メッキ層３３ａによって、下地金属３１と第２メッキ層３３ｂとの接
着性が向上し、第２メッキ層３３ｂによって、半田濡れ性が向上するようになっている。
【００３１】
　次に、ドクターブレード法等の従来公知の方法により、セラミックスラリーをＰＥＴフ
ィルム等の長尺のベースフィルムに流し、その厚みをドクターブレードとの隙間で調整し
、乾燥して、所定厚みのグリーンシートを作製する。
【００３２】
　そして、グリーンシート４０，５０上に、スクリーン印刷法等の従来公知の方法により
、内部電極形成用導電ペーストを塗布し、第１の未焼成内部電極層４３が形成された第１
のグリーンシート４５と、第２の未焼成内部電極層５３が形成された第２のグリーンシー
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ト５５とを作製する。
【００３３】
　すなわち、第１のグリーンシート４５は、グリーンシート４０上に、一チップ領域でみ
たときに、幅Ｅ’（図６参照）で前記ペーストを長方形状に塗布して静電容量形成部４１
を形成し、幅Ｆ’（図６参照）で前記ペーストを静電容量形成部４１よりも幅狭の細長帯
状に塗布して引出部４２を形成し、静電容量形成部４１及び引出部４２からなる第１の未
焼成内部電極層を形成して作製する。
【００３４】
　また、第２のグリーンシート５５は、グリーンシート５０上に、一チップ領域でみて、
静電容量形成部５１と引出部５２とを同じ幅で、かつ、第１のグリーンシート４０の未焼
成内部電極層の引出部４２と等しい幅で、すなわち、幅Ｄ’（図７参照）でもって前記ペ
ーストを細長帯状に塗布し、第２の未焼成内部電極層５３を形成する。
【００３５】
　なお、「一チップ領域」とは、各グリーンシートにおいて、コンデンサ一個分の製造に
必要な領域を意味している。
【００３６】
　上記のように作製した第１のグリーンシート４５及び第２のグリーンシート５５を、所
定の単位寸法でそれぞれカットして、ベースフィルムから取り出す。そして、第１のグリ
ーンシート４５と、第２のグリーンシート５５とを、それぞれの静電容量形成部４１，５
１どうしが重なり合うように、かつ、各引出部４２，５２が左右に互い違いとなるように
積層する。この作業を繰り返して、各グリーンシートを必要枚数分だけ積層した後、静水
圧プレス機等により圧着成型して、未焼成セラミック積層体を作製する。
【００３７】
　次いで、未焼成セラミック積層体を、回転ブレードや昇降ブレード等のブレードにより
、第１，第２の未焼成内部電極層の各引出部４２，５２の端縁が露出するように、一チッ
プ領域でカットして、複数のチップ状未焼成セラミック積層体をそれぞれ作製する。この
ように形成された各チップ状未焼成セラミック積層体の長手方向両端面には、第１，第２
の未焼成内部電極層の各引出部４２，５２の端縁が、交互に露出するようになっている。
【００３８】
　その後、チップ状未焼成セラミック積層体の、第１，第２の未焼成内部電極層の引出部
４２，５２が露出した長手方向両端面に、Ｎｉ金属を少なくとも含有する下地金属形成用
導電ペーストを、ローラ塗布法やディップ法等の公知の方法で塗布して、未焼成下地金属
を形成する。
【００３９】
　そして、未焼成下地金属が形成されたチップ状未焼成セラミック積層体を、脱バインダ
ー炉に投入し、好ましくはＮ２雰囲気で脱バインダー処理した後、焼成炉に投入し、所定
の温度及び時間等の条件下で、チップ状未焼成セラミック積層体と未焼成下地金属層とを
同時焼成する。焼成温度は、１１５０～１４００℃が好ましい。焼成時の酸素分圧Ｏ２濃
度は６．２×１０－４Ｐａ以下が好ましい。Ｏ２濃度が６．２×１０－４Ｐａよりも大き
い場合には、下地金属の酸化が全体的に進んでしまい、次の工程のメッキ付き性が悪くな
る。
【００４０】
　次いで、未焼成下地金属を焼成して得られた下地金属３１（図３参照）の表面を、メッ
キしてメッキ層３３を形成する。すなわち、下地金属３１の表面上に、Ｎｉ、Ｃｕ及びこ
れらの合金でメッキして第１メッキ層３３ａを形成した後、第１メッキ層３３ａ上に、Ｓ
ｎ及び／又はＳｎ合金でメッキして第２メッキ層３３ｂを形成する。なお、第１メッキ層
３３ａは、第２メッキ層３３ｂのメッキ付け性を向上させるためのものである。また、メ
ッキ方法としては特に限定はなく、バレルメッキなど従来公知の方法が挙げられる。
【００４１】
　以上のようにして、本発明の積層セラミックコンデンサを製造することができる。そし
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て、この製造方法においては、予め、第１のグリーンシート４５に幅広矩形状の静電容量
形成部４１及び幅狭帯状の引出部４２を形成しておくと共に、第２のグリーンシート５５
に同一幅の静電容量形成部５１及び引出部５２を形成しておき、これらを重ね合わせて両
シートの静電容量形成部４２，５２が重なり合うように交互に積層するようにしたので、
第１のグリーンシート４５の静電容量形成部４２と、第２のグリーンシート５５の静電容
量形成部５２とを容易に位置決めして、第１のグリーンシート４５の静電容量形成部４２
に、第２のグリーンシート５５の静電容量形成部５２を確実にカバーさせることができ、
静電容量のバラつきを抑えることができると共に、積層セラミックコンデンサ１０の製造
作業性を向上させることができる。
【００４２】
　そして、上記製造法によって製造されたコンデンサ１０は、次のような作用効果を奏す
る。
【００４３】
　すなわち、図２及び図５に示すように、この積層セラミックコンデンサ１０では、第１
電極層２３の静電容量形成部２３ａが、第２電極層２５の静電容量形成部２５ａをカバー
するように形成されていることにより、第１のグリーンシート４５と、第２のグリーンシ
ート５５とを積層させると、第１電極層２３の静電容量形成部２３ａと、第２電極層２５
の静電容量形成部２５ａとが積層される。
【００４４】
　すると、図４に示すように、セラミック誘電体層２１を介して第１電極層２３の静電容
量形成部２３ａと第２電極層２５の静電容量形成部２５ａとが積層した部分Ａと、第１電
極層２３の静電容量形成部２３ａのみがセラミック誘電体層２１を介して積層した部分Ｂ
と、セラミック誘電体層２１のみが積層した部分Ｃとを有することとなる。
【００４５】
　このとき、電極層２３，２５が配置された部分は、電極層２３，２５の厚みの分だけ厚
くなり、厚さ方向に段差が生じるが、第１電極層２３の静電容量形成部２３ａと、第２電
極層２５の静電容量形成部２５ａとの段差の傾斜を緩やかにできるので、セラミック積層
体の残留応力を低減でき、小型化し大容量化を図った場合における、セラミック積層体の
デラミネーションを抑制することができる。
【００４６】
　そして、図５に示すように、第１電極層の引出部２３ｂは、その幅Ｆが、第１電極層の
静電容量形成部２３ａよりも幅狭で、かつ、第２電極層の引出部２５ｂの幅Ｄと等しくし
て形成されている。そのため、セラミック誘電体層２１に対する第１電極層の引出部２３
ｂの割合と、同セラミック誘電体層２１に対する第２電極層の引出部２５ｂの割合とを、
両引出部２３ｂ，２５ｂが配置されるコンデンサ１０の両端部で同一にすることができる
。その結果、焼成後におけるコンデンサ１０の両端部での変形量をほぼ同じにして、その
寸法差を少なくすることができる。
【００４７】
　また、この実施形態における第２電極層２５は、その静電容量形成部２５ａと引出部２
５ｂとが同一幅Ｄで形成された帯状をなしているので、スクリーン印刷等により、かすれ
等が生じることなく、精度よく電極層を形成できる。
【００４８】
　セラミックコンデンサの小型化や大容量化を図る場合には、その内部構造を複雑なもの
とすることは困難であるが、本発明においては、上述したような比較的単純な構造によっ
て、複数の電極層を積層することができるので、セラミックコンデンサの小型化や大容量
化を図った場合に、セラミック積層体のデラミネーションを効果的に抑制することができ
、寸法安定性の優れたセラミックコンデンサを得ることができる。また、図２に示すよう
に、各電極層２３，２５の引出部２３ｂ，２５ｂを、各セラミック誘電体層２１の端面の
中央部に配置することで、セラミックコンデンサ１０の端面両側部における、引出部２３
ｂ，２５ｂの収縮を均等にすることができるので、寸法安定性をより高めることができる
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。
【実施例】
【００４９】
　本発明の積層セラミックコンデンサについて、寸法安定性を試験した。
【００５０】
　（実施例）
　ＢａＣＯ３と、ＴｉＯ２とを固相法により反応させて得られたＢａＴｉＯ３粉末を用い
、ＢａＴｉＯ３１００ｍｏｌに対し、Ｈｏ２Ｏ３１．０ｍｏｌ、ＭｇＯ０．４ｍｏｌ、Ｍ
ｎＯ０．１ｍｏｌ、ＳｉＯ２１．５ｍｏｌの割合にて、湿式混合－乾燥－仮焼きを行い原
料粉とした。この原料粉をトルエン中で混合し、ブチラール樹脂を添加してセラミックス
ラリーを作製し、グリーンシートを作成した。
　このグリーンシートに導体ペーストを塗布して、第１の内部電極層（第１電極層）とな
る電極パターンを形成した。第２の内部電極層（第２電極層）ついても同様にグリーンシ
ートに電極パターンを形成した。これらの電極パターンを形成したグリーンシートを積層
した後、裁断して、未焼成の積層体を得た。
　未焼成の積層体の、乾燥後の膜厚が０．０４ｍｍとなるように、Ｎｉ外部電極形成用導
体ペーストに浸漬し、１３０℃で５分乾燥した。その後、脱バインダー炉に投入し、Ｎ２

雰囲気で２５０℃、２時間加熱して脱バインダー処理した後、焼成炉に投入して、焼成雰
囲気中の酸素分圧（Ｏ２濃度）を６．２×１０－４Ｐａの条件にて、１３００℃で２０分
保持して焼成を行い、外部電極上にメッキを形成し、実施例の積層セラミックコンデンサ
１０を得た。
　この積層セラミックコンデンサの外形寸法は、幅３．２ｍｍ、長さ１．６ｍｍ、高さ１
．５ｍｍである。セラミック誘電体層は、チタン酸バリウムを主成分とする誘電体セラミ
ック層は、寸法は、幅３．２ｍｍ、長さ１．６ｍｍ、厚さ３μｍである。また、上記内部
電極層２３，２５の材質は、Ｎｉである。
　第１の内部電極層２３（第１電極層２３）は、静電容量形成部２３ａの幅Ｅが０．６ｍ
ｍであり、引出部２３ｂの幅Ｆが０．３ｍｍで、厚みが０．３μｍである。また、積層数
は２００層である。
　第２の内部電極層２５（第２電極層２５）は、静電容量形成部２５ａ及び引出部２５ｂ
の幅Ｄが０．３ｍｍ、厚みは０．３μｍである。また、積層数は２００層である。
　第１の内部電極層２３を有するセラミック誘電体層２１と、第２の内部電極層２５とを
有するセラミック誘電体層２１とを、交互に重ねて４００層とした。
　また、上下間にカバーとなる内部電極が形成されていない誘電体層を形成した。
【００５１】
　（比較例）
　実施例との比較のために、第１の内部電極層２３の、静電容量形成部２３ａの幅Ｅ及び
引出部２３ｂの幅Ｆを、共に０．６ｍｍとした以外は、実施例と同様の条件で、比較例の
積層セラミックコンデンサを作成した。
【００５２】
　（試験方法）
　実施例及び比較例の各積層セラミックコンデンサを１００個用意し、この１００個につ
いてぞれぞれ研磨して、その幅Ｗ（図４参照）の長さを測定し、幅Ｗの長さのばらつき（
最小値と最大値との差）を評価した。なお、幅Ｗの測定は、一つの積層セラミックコンデ
ンサにつき、一方の端面部と他方の端面部との２箇所で行った。
　その結果、実施例での幅Ｗのばらつきが０．０３ｍｍだったのに対して、比較例での幅
Ｗのばらつきが０．０９ｍｍと大きく、実施例の方が寸法安定性が高いことを確認できた
。
【符号の説明】
【００５３】
１０　積層セラミックコンデンサ
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２０　セラミック積層体
２１　セラミック誘電体層
２３　第１の内部電極層（第１電極層）
２３ａ　静電容量形成部
２３ｂ　引出部
２５　第２の内部電極層（第２電極層）
２５ａ　静電容量形成部
２５ｂ　引出部
３０　外部電極
３１　下地金属
３３　メッキ層
３３ａ　第１メッキ層
３３ｂ　第２メッキ層

【図１】
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